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公立大学法人新潟県立看護大学第３期中期目標（案）の概要について 

 

１ 中期目標について 

 ○ 中期目標は、地方独立行政法人法に基づき、設立団体である県が公立大学法人新

潟県立看護大学に指示する業務運営に関する目標 
○ 第２期中期目標の期間は令和元年度から令和６年度までの６年間であったため、

令和７年度から令和12年度までの第３期中期目標を策定する必要があるもの 
 
２ 第３期中期目標策定の基本的な考え方 

  第２期の基本的な方向性は維持しつつ、第２期の実績や社会情勢を踏まえるととも

に、看護師の県内就職に向け、一層の取組を促し、大学の質がより高まる業務運営を

法人に求める 
 
３ 見直しのポイント 

項  目 内       容 
① 教育・研究・地域

貢献 
・「地域社会と連携し、地域課題の解決に向けて積極的な役割を果た

すこと」を基本目標に追加（Ａ） 
・リスキリングやＵターン支援等による県内定着について追加（Ｂ） 
・関係機関と連携し、「専門性の高い看護職育成」に取り組むことを

追加（Ｃ） 
・「地域の看護人材が連携して」研究に取り組む体制を充実させるよ

う目標を修正（Ｄ） 
② 人材供給 ・看護人材確保のため、「県内医療機関と連携し」、「県内インターン

シップなどを積極的に進め、本県の地域医療の魅力を伝える」こと

を追加（Ｅ） 
③ 県総合計画 ・新たに策定される県総合計画を踏まえる 
④ 地方独立行政法

人法改正（R5） 
・法改正により、中期計画に評価指標を位置付ける 

 
４ 第３期中期目標（案）の概要          （凡例）太字は主な追加・修正箇所 

項  目 内       容 
基本的な目標 多様に変化するニーズに柔軟に応じうる資質の高い看護人材を育

成するとともに、地域とともに邁進する大学として、その成果を絶

えず地域社会に還元し、もって、新潟県はもとより、国内外の看護

学の発展と保健・医療・福祉の向上に寄与することを目的とする。 
少子高齢化と人口減少が進み、地域の保健・医療・福祉の状況が

大きく変化する今日、大学にはこれまで以上に地域社会と連携し、

地域課題の解決に向けて積極的な役割を果たすことが期待されて

いる。（Ａ） 

１ 看護人材の育成と確保 

２ 高度な看護人材の育成と看護学研究の推進 

３ 国内外の関係機関との連携と社会貢献 

リスキリングやＵターン

支援等による県内定着に

ついて追加（Ｂ） 

資料１ 
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項  目 内       容 

第１ 中期目標の期間  2025（令和７）年度から2030（令和12）年度 

第２ 大学の教育・研

究・地域貢献等の

向上に関する目

標 

１ 教育に関する目標 
 ① 教育の成果 
② 学生の確保 
③ 教育の内容 
④ 教育の実施体制等 

 ⑤ 学生への支援 

２ 研究に関する目標 
 ① 研究水準及び成果等 
 ② 研究実施体制の整備等 
３ 地域貢献・国際交流に関する目標 
 ① 地域社会のニーズへの対応 

 ② 地域社会との連携強化 
 ③ 国際交流 

第３ 業務運営の改

善及び効率化に

関する目標 

１ 運営体制の改善に関する目標 
２ 人事の適正化に関する目標 
３ 事務の効率化・合理化に関する目標 

第４ 財務内容の改

善に関する目標 
１ 自己収入の増加に関する目標 
２ 経費の節減に関する目標 
３ 資産の運用管理の改善に関する目標 

第５ 自己点検・評価の実施及び情報公開の推進に関する目標 
第６ その他業務運営に関する重要目標 

５ 策定スケジュール 

令和６年12月５日  評価委員会で中期目標（案）審議 
           パブリックコメント実施（R6.12/12～R7.1/10）⇒意見なし 

  令和７年１月23日  第４回看護大学部会 
（中期目標（案）の確定、中期計画（案）の審議・確定） 
公立大学法人新潟県立看護大学へ意見聴取 

      ２月    県議会へ提案・審議 
            公立大学法人新潟県立看護大学に第３期中期目標を指示 

看護人材確保のため、「県内医療機関

と連携し、県内インターンシップなど

を積極的に進め、本県の地域医療の魅

力を伝える」ことを追加（Ｅ） 

「専門性の高い看護職育成に

取り組む」ことを追加（Ｃ） 

「地域の看護人材が連携して」

研究に取り組むことを追加

（Ｄ） 


